
■
申
告
が
必
要
な
人

○�

営
業
、
農
業
、
地
代
、
家
賃
、

生
命
保
険
料
の
満
期
返
戻
金

等
、
原
稿
料
、
生
命
保
険
契
約

等
に
基
づ
く
個
人
年
金
等
、
土

地
・
建
物
等
の
譲
渡
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
人

○�

給
与
所
得
者
（
パ
ー
ト
、
ア
ル

バ
イ
ト
等
を
含
む
）
で
、
勤
務

先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

○�

平
成
25
年
中
に
途
中
就
職
や
退

職
を
し
た
給
与
所
得
者
で
、
年

末
調
整
が
さ
れ
て
い
な
い
人

○�

給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外
の

所
得
（
農
業
、
家
賃
収
入
等
）

が
あ
っ
た
人

○�

雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
社

会
保
険
料
控
除
等
の
所
得
控

除
、
配
当
割
額
控
除
、
寄
附
金

税
額
控
除
等
を
受
け
よ
う
と
す

る
人

○�

平
成
25
年
中
に
市
内
に
転
入
し

た
人
で
、
障
害
年
金
、
遺
族
年

金
の
受
給
者

○�

収
入
の
な
か
っ
た
人
（
市
内
に

居
住
す
る
人
の
配
偶
者
控
除
や

扶
養
控
除
の
適
用
を
受
け
て
い

な
い
人
）

○�

夫
が
単
身
赴
任
等
で
市
外
に
住

所
が
あ
り
、
そ
の
夫
か
ら
扶
養

さ
れ
て
い
る
妻
や
20
歳
以
上
の

子
○�

年
金
、
恩
給
な
ど
の
公
的
年
金

等
の
収
入
の
み
で
、
年
金
特
別

徴
収
さ
れ
て
い
る
国
民
健
康
保

険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
以
外
の
控
除

の
適
用
を
受
け
る
人
。

○�

公
的
年
金
受
給
者
で
、
公
的
年

金
等
の
所
得
以
外
の
所
得
（
給

与
、
農
業
、
不
動
産
所
得
等
）

が
あ
っ
た
人

○�

本
人
は
市
外
在
住
だ
が
、
本
人

又
は
家
族
の
居
住
用
の
家
屋
敷

又
は
事
務
所
・
事
業
所
な
ど
を

鹿
屋
市
内
に
有
す
る
人（
持
家
・

借
家
を
問
わ
な
い
）

※
公
的
年
金
等
の
収
入
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、

年
金
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以

下
の
場
合
に
は
、
所
得
税
の
確

定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
源

泉
徴
収
票
等
を
持
参
の
う
え
申

告
会
場
で
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

■
申
告
が
必
要
で
な
い
人

○�

給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら

市
役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
人

○�

所
得
税
の
確
定
申
告
を
提
出
す

る
人

○
平
成
26
年
１
月
１
日
現
在
、
生

　

活
保
護
受
給
者
で
平
成
25
年
中

　

そ
の
他
の
収
入
が
な
か
っ
た
人

○�

障
害
年
金
、
遺
族
年
金
の
受
給

者
で
、
平
成
25
年
度
市
県
民
税

申
告
を
行
っ
た
人

○�

市
内
に
居
住
す
る
人
（
夫
や
親

な
ど
）
が
年
末
調
整
や
確
定
申

告
を
行
っ
た
際
に
、
配
偶
者
控

除
や
扶
養
控
除
の
適
用
を
受
け

た
妻
や
子
な
ど
で
、
平
成
25
年

中
に
収
入
が
な
か
っ
た
人

※
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
思

わ
れ
る
人
に
は
、
平
成
25
年

度
の
申
告
状
況
に
よ
り
、
申

告
書
を
発
送
し
ま
す
が
、
勤
務

状
況
の
変
化
等
に
よ
り
申
告

が
必
要
で
な
い
場
合
や
、
申

告
書
が
届
か
な
く
て
も
申
告

が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
各
地
区
の
公
共
施
設
等
で
申
告

を
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
市

県
民
税
申
告
相
談
日
程
表
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

市県民税の申告は
　　最寄りの会場で！

　平成 26 年１月１日現在で鹿屋市に住所のある人は、平成 25 年中
の所得状況を申告する必要があります。
　この申告は、市民税・県民税の課税資料となるばかりでなく、国
民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の資料になるほ
か、公営住宅、児童扶養手当、保育園、幼稚園就園補助金、融資な
どの申請に必要な諸証明のもとになりますので、該当する人は必ず
申告してください。

【問い合わせ】　市税務課市民税係
                                ☎ 0994-43-2111　内線 3114・3115
　　　　　　　各総合支所地域政策課税務収納係
　　　　　　　市民課　※ 電子証明書の更新手続について
　　　　　　　☎ 0994-43-2111 内線 3151・3152

期日 会場 時間 町内会名

2／3
（月）

大姶良地区
学習センター

9:30～10:30 大姶良西、大姶良東、田淵
10:30～12:00 南、獅子目
13:30～14:30 横山、下堀
14:30～16:00 萩塚、池園、飯隈、星塚

2／4
（火）

高隈地区
交流促進
センター

9:30～10:30
高隈中央、上別府、
柚木原、重田、谷田、
瀬戸野、柏木

10:30～12:00
大黒（大堀・黒坂・
吉ヶ別府・仮屋）

はらいがわ
ふれあい
センター

13:30～14:30 上祓川、祓川

14:30～16:00 下祓川、西祓川、弥生

東原研修館 13:30～16:00 東原

2／5
（水）

笠之原公民館 9:30～12:00 笠之原

農業研修
センター

13:30～14:30 寿 3 丁目、寿 4丁目

14:30～16:00
札元 1 丁目、札元 2 丁目、
旭原

2／6
（木）

寿5丁目公民館
9:30～10:30

寿５・６丁目、寿 7丁目、
泉ヶ丘

10:30～12:00 緑山、寿２丁目
鹿屋東地区
学習センター

13:30～14:30 寿８丁目
14:30～16:00 新川

田崎地区
学習センター

9:30～10:30 川西
10:30～12:00 川東、永野田
13:30～16:00 田崎、名貫

鹿屋地区　市県民税申告相談日程表
期日 会場 時間 町内会名

2／7
（金）

西原地区
学習センター

9:30～10:30 今坂、郷之原、大浦
10:30～12:00 西原２丁目東・西 ･中央
13:30～14:30 上谷、新生

14:30～16:00
西原 1 丁目、西原 3 丁目、
西原 4丁目

高須地区
学習センター 9:30～12:00 高須 ･浜田

上野公民館
13:30～14:30 上野
14:30～16:00 野里

2／10
（月）

花岡地区
公民館

9:30～10:30 海道、古里、白水、一里山
10:30～12:00 花里、花岡、根木原、鶴羽

13:30～14:30
古江 ( 新・本・港・西・中 )、
船間、小野原、天神

14:30～16:00 高牧、有武、小薄

市役所本庁
7階大会議室

9:30～10:30

古前城、本町、北田、大手、
西大手、東大手、朝日、向江、
昭栄、共栄、曽田、白崎、新
栄

10:30～12:00 打馬、王子

13:30～16:00
申告期間中に都合のつかな
い人

2／23
（日）

市役所本庁
601会議室 9:00～16:00 平日に都合のつかない人

3／10
（月）～
17（月）

市役所本庁
601会議室
（土・日を除く）

9:00～16:00
申告期間中に都合のつかな
い人

市県民税の申告は３月17日（月）までです

期日 会場 時間 町内会

2／12
（水）

神野地区
ふれあいセンター 9:30～12:00

神野西、市之渡、横井坂、
砂ヶ野、大川、永野牧、神
野東

中央西地区
ふれあいセンター 9:30～12:00

萩崎、上西目川路、下西
目川路、今吉

鶴峰東地区
ふれあいセンター 13:30～16:00

黒羽子、荷掛、水流、角
野、東原、飴屋敷、下車
田、上車田、平瀬、永山、
筒ヶ迫

2／13
（木）

鶴峰中地区
ふれあいセンター 9:30～12:00

白坂、石場、中福良、西
迫、鏡原、門前、新地、つ
るみね

鶴峰西地区
ふれあいセンター 13:30～16:00

上苫野、下苫野、苫野、立
元、平前、金山、木浦、真
戸原、中大牟礼、東大牟
礼、西大牟礼、木場

2／14
（金）

下名東地区
ふれあいセンター 9:30～12:00

論地、樋之口、原口、末
次、茶円、井神島

下名西地区
ふれあいセンター 13:30～16:00

池久保、あさぎり、名主、
川西中、真角、川北

吾平地区　市県民税申告相談日程表
期日 会場 時間 町内会

2／17
（月）

吾平保健
センター

9:30～12:00
赤野、麓中、麓東、麓西、
寒水、西原

13:30～16:00
寺ヶ迫、中尾、栫上、持
田、あけぼの、栫下

2／18
（火）

吾平総合支所

9:30～12:00
上町、中町、下町、坂下、
益田、上屋敷、西横町、原
田、町園

13:30～16:00

緑、ひまわり、祇園、希
望ヶ丘、中央、宮前、堀木
田、坂元、こすもす、グ
リーンビレッジ、駅前、
鶯、川上、申告期間中に
都合のつかない人

2／23
（日）

吾平総合支所 9:00～16:00
平日に都合のつかない
人

3／10
（月）～
17（月）

市役所本庁
601会議室
（土・日を除く）

9:00～16:00
申告期間中に都合のつ
かない人

申告は
お早めに
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期日 会場 時間 町内会

2／21
（金）

串良公民館
細山田分館

9:30～12:00
立小野、高松、堂園、伊集院、
枦場、外堀、共和、新中堀

13:30～16:00
花鎌、更和、東住吉、土持、
更栄、昭栄

2／23
（日）

串良総合支所 9:00～16:00 平日に都合のつかない人

2／24
（月）

串良公民館
細山田分館

9:30～12:00
東新町、共心、西新町、生栗
須

13:30～16:00
新栄、竹下堀、平瀬、辰喰、
馬掛

2／25
（火）

串良公民館
細山田分館

9:30～12:00
東新堀、西新堀、下之段、
東共心、西共心、入部堀

13:30～16:00
矢柄、上矢柄、東茅場、
栄、上栄、上辰喰

2／26
（水）

有里農業研修
センター

9:30～12:00 中郷、山下
13:30～16:00 中野、下中

2／27
（木）

農村環境改善
センター

9:30～12:00 十三塚

13:30～16:00
中宿、中山上、中山下、
共栄中、共栄西、共栄東、
共栄東上

期日 会場 時間 町内会名

2／19
（水）

平南校区公民館 9:30～12:00
竹下、影吉、中平房、
下平房、三原

百引校区公民館 13:30～16:00
本町、和泉ヶ野、
風呂段、堂平、坂宮

輝北総合支所 13:30～16:00

一番郷、二番郷、西原、
愛宕、上平房、白別府、
歌丸、名主段、諏訪、
福岡、楢久保

2／20
（木）

高尾校区公民館 9:30～12:00
柏木、徳留、仮屋、
浮牟田、日新、谷田

朝倉公民館 13:30～16:00 八重山、朝倉、仏山

市成校区公民館 13:30～16:00

上方、下方、辰喰、
上場団地、宮園、
久木野々、上沢津、
下沢津

2／21
（金）

岳野公民館 9:30～10:30 岳野

輝北総合支所 9:30～16:00
申告期間中に都合のつ
かない人

串良地区　市県民税申告相談日程表 輝北地区　市県民税申告相談日程表
期日 会場 時間 町内会名
2／23
（日）

輝北総合支所 9:00～16:00
平日に都合のつかない
人

3／10
（月）～
17（月）

市役所本庁
601会議室
（土・日を除く）

9:00～16:00
申告期間中に都合のつ
かない人

期日 会場 時間 町内会

2／28
（金）

農村環境改善
センター

9:30～12:00 大迫、城ヶ崎、松崎

13:30～16:00
大久保段、県営住宅、永峯、
鳥之巣、中山原、塩塚

3／3
（月）

串良B&G海洋
センター

9:30～12:00
中甫木、下甫木、富ヶ尾上、
富ヶ尾下

13:30～16:00
平和、星ヶ丘、吹上田、新大
塚原、下大塚原、上大塚原
上、上大塚原下、桜ヶ丘

3／4
（火）

下小原農業
研修センター

9:30～12:00 下小原北
13:30～16:00 下小原南、白寒水、大坪

3／5
（水）

串良公民館
上小原分館

9:30～12:00 柳谷、佐牟田
13:30～16:00 瀬戸、表、茂七

3／6
（木）

串良公民館
別館大ホール

9:30～12:00 岡崎上、岡崎東、岡崎西

13:30～16:00
緑ヶ丘、諏訪下、愛ヶ迫、
江口迫、北田迫、上之馬場、
上之馬場下

3／7
（金）

串良公民館
別館大ホール

9:30～12:00
永和、堅田、和田、宮之下、
鶴亀

13:30～16:00
申告期間中に都合のつかな
い人

3／10
（月）～
17（月）

市役所本庁
601会議室
（土・日を除く）

9:00～16:00
申告期間中に都合のつか
ない人

源泉徴収票

印鑑

■
申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
に
は
必
要
事
項
を
記
入
し

た
申
告
書
と
印
鑑
の
ほ
か
に
、
次

の
も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

○�

生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
を

支
払
っ
て
い
る
場
合
、
保
険
会

社
等
が
発
行
し
た
支
払
証
明
書

等
○�

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、

そ
の
領
収
書
等
（
扶
養
親
族
の

分
も
含
ま
れ
る
が
、
個
人
ご
と

病
院
ご
と
に
集
計
し
て
お
く
こ

と
）

○�

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場

合
、
国
民
年
金
や
国
民
健
康
保

険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
等
の
支
払
証

明
書
等

○�

営
業
所
得
や
農
業
所
得
、
不
動

産
所
得
の
あ
る
人
は
、
収
入
金

額
と
必
要
経
費
の
分
か
る
収
支

内
訳
書
や
帳
簿
等

○�

給
与
、
公
的
年
金
を
も
ら
っ
て

い
る
人
は
、
源
泉
徴
収
票
（
勤

務
先
等
か
ら
交
付
さ
れ
な
い
場

合
は
収
入
金
額
を
証
明
す
る
も

の
）

○�

寄
附
を
し
た
場
合
、
日
本
赤
十

字
社
等
の
発
行
す
る
領
収
書
や

地
方
公
共
団
体
の
発
行
す
る
寄

附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）
受
領

証
明
書

所得税にかかる確定申告が必要な人は、
税務署での申告が必要です。
　所得税にかかる確定申告は、原則、税務署で
の申告が必要です。ただし、市県民税の申告会
場でも申告を受け付けます。

▲ 確定申告書
【問い合わせ】鹿屋税務署　☎ 0994-42-3127

■
申
告
に
関
す
る
注
意
事
項

○
原
則
と
し
て
３
月
７
日
（
金
）

ま
で
の
間
、
市
役
所
及
び
各
総

合
支
所
で
は
、
市
県
民
税
申
告

の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。
最
寄

り
の
申
告
会
場
か
、も
し
く
は
、

３
月
10
日（
月
）か
ら
17
日（
月
）

の
間
、
市
役
所
で
申
告
を
お
願

い
し
ま
す
。

○
申
告
相
談
日
程
表
の
青
文
字
で

記
載
し
た
町
内
会
は
、
申
告
会

場
が
昨
年
と
変
わ
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■ 

復
興
特
別
所
得
税
に
関 

す
る
お
知
ら
せ

　

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分

ま
で
の
各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所

得
税
と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得
税

の
申
告
及
び
納
付
を
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各

年
分
の
基
準
所
得
税
額
（
原
則
と

し
て
、
そ
の
年
分
の
所
得
税
額
）

に
2.1
％
の
税
率
を
か
け
て
計
算
し

た
金
額
で
す
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.nta.go.jp/

）

の
「
個
人
の
方
に
係
る
復
興
特
別

所
得
税
の
あ
ら
ま
し
」
を
ご
覧
い

た
だ
く
か
、
鹿
屋
税
務
署
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存

　

制
度
の
対
象
者
が
拡
大

　

さ
れ
ま
し
た

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
、
記
帳
・

帳
簿
等
の
保
存
制
度
の
対
象
と
な

る
人
が
拡
大
さ
れ
、事
業
所
得（
農

業
・
営
業
所
得
な
ど
）、
不
動
産

所
得
又
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ
き

業
務
を
行
う
す
べ
て
の
人
（
所
得

税
の
申
告
が
必
要
な
い
人
も
含
ま

れ
ま
す
）
が
、
収
入
金
額
、
仕
入

れ
や
そ
の
他
の
必
要
経
費
に
関
す

る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
そ
の

帳
簿
や
取
引
に
係
る
請
求
書
・
領

収
書
な
ど
の
書
類
を
保
存
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）
の
「
個
人
で

事
業
を
行
っ
て
い
る
方
の
帳
簿
の

記
載
・
記
録
の
保
存
に
つ
い
て
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■ 

電
子
証
明
書
の
更
新
手

続
は
お
済
み
で
す
か

　

電
子
証
明
書
と
は
、
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
）
及
び
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ

ス
テ
ム
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
を
は
じ

め
と
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
て
行
政
手
続
を
行
う
際
に
、

本
人
確
認
の
役
割
を
果
た
す
も
の

で
す
。

　

有
効
期
限
は
発
行
日
か
ら
３
年

で
す
。
期
限
間
近
の
人
や
既
に
期

限
を
過
ぎ
て
い
る
人
に
つ
い
て

は
、
窓
口
で
の
更
新
手
続
が
必
要

で
す
。

　

詳
し
く
は
、
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

（h
ttp
://w

w
w
.jp
ki.g

o
.jp

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※�

更
新
手
続
に
は
本
人
確
認
用
書

類
（
現
住
所
が
記
載
さ
れ
て
い

る
免
許
証
）
の
ほ
か
、
発
行
手

数
料（
５
０
０
円
）が
必
要
で
す
。

■
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　

は
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
ご
利
用

　

く
だ
さ
い

　

前
々
年
に
税
務
署
へ
提
出
す
る

給
与
所
得
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
又
は
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
票
の
提
出
枚
数
が
１
，
０
０
０

枚
以
上
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
、

市
区
町
村
に
提
出
す
る
給
与
支
払

報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報

告
書
の
提
出
に
つ
い
て
、
ｅ
Ｌ
Ｔ

Ａ
Ｘ
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る

提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、

無
料
で
ご
利
用
頂
け
る
と
と
も

に
、
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら
手
続

き
が
で
き
る
ほ
か
、
受
付
窓
口
が

一
本
化
さ
れ
る
な
ど
の
利
点
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
す
る

に
は
、
パ
ソ
コ
ン
環
境
の
準
備
や

利
用
者
Ｉ
Ｄ
の
取
得
な
ど
所
定
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。
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